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【注意しなければならないことは・・・？】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日光市人権教育推進委員会 

※ いきいき栃木っ子３あい運動･･･学びあい・喜びあい・励ましあおう 

人権教育啓発シリーズ NO.１ 

 

今年度も人権教育だより「未来」

を通じて、みなさんと共に人権に

ついて考えていきましょう。 

一年間よろしくお願いします。 

今回は、インターネット上の人

権侵害について紹介します。どの

ような点に注意して利用すればよ

いのかを一緒に考えましょう。 

お互いの顔は見えなくても、SNS の向こう側にいるのは私たちと同じ心を持つ一人の人間です。もし、自分が同じことを言わ

れたらどう感じるか、投稿
とうこう

する前によく考えましょう。誰かが投稿
とうこう

した内容に、何も考えずに同調
どうちょう

したり、拡散
かくさん

したりしていま

せんか。あなたのその行為
こ う い

が知らず知らずのうちに、他人を傷つけているかもしれません。相手が芸能人や有名人であっても、

SNS 上での誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

は許されません。ルールやモラルを守り、SNS の正しい利用を心がけましょう。もしも自分が被害
ひ が い

を受け

た時は、一人で悩
なや

まず、信頼
しんらい

する人や公的
こうてき

な相談窓口で相談しましょう。また、ネットで誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

などの被害
ひ が い

を受けた人を救う

ために発
はっ

信
しん

者の情報を明
あき

らかにできる制度
せ い ど

として、「プロバイダ責任制限法」がつくられ、令和４年１０月から実施
じ っ し

されていま

す。私たち一人ひとりがインターネットによる人権侵害の防止
ぼ う し

を意識
い し き

することで、インターネットをより安心して利用できる 

社会にすることができるのではないでしょうか。 

   SNS は、思ったことを気軽
き が る

に投稿
とうこう

できたり共 感
きょうかん

できたりして、見知らぬ人とのコミュ

ニケーションの輪を広げてくれる便利なものです。その一方で、気づかないうちに他人へ

の誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

、無責任
むせきにん

なうわさ、個人のプライバシー情報などを広げてしまうおそれが  

あります。  

 上のようなことをすると、名誉棄損
め い よ き そ ん

罪
ざい

や侮辱
ぶじょく

罪
ざい

などに問
と

われたり、 

高額
こうがく

の慰謝料
いしゃりょう

を請求
せいきゅう

される可能性
かのうせい

があります。侮辱
ぶじょく

罪
ざい

については、 

令和４年７月からより重い罰が下される法となりました。 

 

 

 


